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〈資料紹介〉

フランス領インドシナにおける
教育法制（１９１７年）

法政大学キャリアデザイン学部教授 古沢 常雄

本稿では、「インドシナにおけるフランス植民地支配のための教育政策－ア

ルベール・サロー総督下の１９１７年１２月の『インドシナにおける公教育全般規

定』（１９１７年）の歴史的意味」に触れて、この法制の一部分、全５５０か条のうち

の僅か９６か条分を訳出する。

〔Ⅰ〕法制紹介の趣旨：フランス領インドシナ成立（１８８７年）後、従来、各

地で不統一に行われていた植民地教育がこの規則によって統一された。この教

育規定はサロー（Albert Sarraut，１８７２－１９６２、インドシナ総督（第１回１９１１

－１９１４、第２回１９１７－１９１９））の２度目の総督任務時に制定されたものであっ

た。フランスの文明的使命を正面に掲げ、「教育の普及」に努力したサロー（＝

フランス植民地帝国の代理人）は、この教育規定によって、インドシナ住民を

どのように育てようとしたのか。

〔Ⅱ－１〕インドシナとは：「このフランスの植民地は面積からいうと７４万

km２に達していて、フランス本国の１倍半に当たる広大な地域を占め、人口は

３千３百万余であるが、これを僅か４万６千人のフランス人、厳密に言えば１

万１千の軍隊と４千７百人の文官、６千９百人の産業人によって支配されてい

る・・。土着民の人種構成は複雑で、越南人、チャム人、クメール人すなわち
マン ヤオ メオ ロ ロ

カムボヂア人の外に未開民たる田地の住民、蛮（!）族、苗族、"々族などが

ある。これらのなかで人口・文化・経済その他の点で昔から指導的地位に立っ
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ているのは越南人である。」（引用に当たっては、新字新仮名に換えた）大岩

誠＊『安南民族運動史概説』１９４１年１１月、５頁、ぐろりあ・そさえて。

＊大岩誠 １９００・７・８－５７・１・１１ ２６、京大卒、パリ滞在 ３２・６－

３２・７、京大政治学助教授 ３３年滝川事件辞任、立命館教授、３８年治安

維持法による逮捕、５１年南山大教授。フランス語名著の訳書が多い。

〔Ⅱ－２〕植民地化の歴史

１８５８年・コーチシナ（交趾支那、南部ヴェトナム）の征服→６７年フランス領

コーチシナ Cochinchine française。コーチシナ総督の設置（フランス海

軍植民地省の管轄下）。

１８６３年・カンボディア（柬埔寨）のフランス保護国化。

１８８６年・アンナン（安南、中部ヴェトナム。首府フエの阮朝宮廷の統治。ただ

し、理事長官が内閣の議長を務め、予算決定権を握る）、トンキン（東京、

北部ヴェトナム、首府ハノイ河内）のフランス保護国化（外務省の管轄

下。各保護国に理事長官が駐在。）

１８８７年・インドシナ連邦 Union indochinoise（フランス領インドシナ Indo-

chine française）の成立。アンナン・トンキン両保護国、コーチシナ植民

地、カンボディア保護国を海軍植民地省の一元的管轄下に統括（インドシ

ナ総督の設置）。日本では「仏印」と略称。

１８９３年・ラオスの保護国化。

１８９９年・保護国ラオスをフランス領インドシナに編入。

１９００年・清国（中国）の広州湾租借地をフランス領インドシナに編入。

１９０７年・シャム（タイ）からバッタンバン、シェムリアプ、シソポン３州を奪

還し、カンボディア領に編入⇒フランス領インドシナに編入。フランス領

インドシナの完成。

１９４０年９月・２万５千人の日本軍が「北部仏印」（トンキン）に進駐（仏印進

駐）。

１９４１年７月・日本軍が、ヴィシー政権の許可を得て仏印南部に進駐（南部仏印

進駐）。

１９４５年３月９日・日本軍によるインドシナ総督府解体。
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１９４５年９月２日・ヴェトナム民主共和国成立（ホー・チ・ミン胡志明が大統

領）。

〔Ⅲ〕フランス植民地下の教育改革

１）１８７４年改革 海軍准将クランツによる「コーチシナ公教育規則」の制定。

初等教育と中等教育とを区分。教育内容、および、教育を担当する将校と

兵の定義を定める。

２）１８７９年改革 コーチシナ地方にのみ適用される無償の公教育制度を組織す

る条例。

３）１９０６年改革 総督ボーによる、アンナンにおける現住民教育の義務化する

改革。アンナン人の伝統的教育を変更する最初の王令（クォック・グー

〔現在のヴェトナム語の正書法で、ローマ字表記・国語の意〕・西洋科

学・フランス語の教育内容を加える）。フランス人―アンナン人学校の拡

張。

４）１９１７年改革 総督サロー署名「公教育全般規定」（７巻約６００条）（別称「イ

ンドシナ教育憲章」）公布。その内容（後掲文献 Trinh Van Thao，５１頁

による）〔翻訳資料参照のこと〕

ａ）初等教育におけるフランス語の位置づけ（第１編）

ｂ）教育内容と時間割（第２・３編）

ｃ）試験制度（第５編）と奨学金制度（第６編）

ｄ）インドシナの奨学生が入学できる本国フランスの上級学校の一覧表（第

６編）

ｅ）高等教育（第２編）

ｆ）教員の身分規定（第１・２・３・４編）

ｇ）公教育行政の組織図（第１・３編）

ｈ）初等師範学校の任務

５）１９２４年改革 総督メルランによる公教育規則改定。ピラミッド型、選別制

度、隔絶制度を含んだ統一学校の原則を導入。現住民小学校卒業証書の創

設。当初フランス語で編集され、検閲を受けた後にクォック・グーに翻訳

された教科書が作成。小学校用教科書として１５種が作成され、うち、３種
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１９１１－１９１４：Gouverneur général
１９１４－１９１５：Ministre de l’Instruction

publique et des Beaux−arts
１９１６－１９１９：Gouverneur général
１９２０－１９２４：Ministre des Colonies
１９２６－１９２８：Ministre de l’Intérieur

１９３０．２．－１９３０．３．：Ministre de la Marine
１９３０．１２．－１９３１．１．：Ministre de la Marine militaire

（上記の省名変更）

１９３３．９．－１９３４．１．：Ministre de la Marine
１９３３．１０．－１９３３．１１．：Gouvernement Albert Sarraut
(1)
１９３６．１．－１９３６．６．：Gouvernement Albert Sarraut (2)
１９４０．３．－６．：Ministre de l’Education nationale

【主著】L’Instruction publique et la Guerre, Eds. Didier Henri,１９１６，京大文蔵
La Mise en valeur des colonies françaises, Payot, Paris,１９２３,６５６p． アジ研蔵

Indochine,《 Images du monde》, Firmin Didot, Paris,１９３０,９６p． アジ研蔵

Grandeur et servitude coloniales, Editions du Sagittaire, Paris,１９３１,２８４p． アジ研蔵

（すべて未入手・未見）

（冊）がクォック・グー読本用教科書、３冊が道徳用教科書。

６）１９２８年改革 ７年制中等教育（前期４年＋後期３年）の推進。

〔Ⅳ〕サロー総督とは：Albert Pierre Sarraut（１８７２－１９６２）

〔Ⅳ－１〕サローの協同（協調）主義の表明

サローは、その主著『植民地の栄光と隷従』に、次の文があるという。

D’abord, les indigènes étant des hommes comme nous, il faut les traiter

en hommes comme nous, c’est−à−dire leur assurer les garanties primordia-

les de statut individuel, de droit personnel que nous réclamons pour nous−

mêmes.「まず、現住民は我々と同様に人間であるのだから、彼らを、我々と

同様に人間として処遇しなければならない。すなわち、我々が自らに要求して

いる個人としての身分、個人的権利という最も本源的な保護を彼らに保障しな

くてはならない。これが、その道徳的・実践的結果を伴う協同政策の断固とし

た提言である（C’est l’affirmation catégorique de la politique d’association,

avec ses conséquences morales et pratiques.）。他面、植民地化された人種

を、この膨大な労務者 cette vaste main−d’œuvreの効率を大量に殺し、減少

させる病気から守らなければならない。これが医療援助の役割である。・・・

大産業と偉大な文明を〔植民地に〕導入することによって作られる新たな経

済・社会状態―これが、植民地に《プロレタリア》現象を現出させた―の中

で、原住民労働者は、労働についての人間の規則の配慮によって十分に防衛さ

２６２ 法政大学キャリアデザイン学部紀要第６号

Hosei University Repository



れた。この大量の生き物 cette masse de vivantsが体現している道徳的・知的

価値 la valeur morale et intellectuelleを増やさなければならない。これが公

教育の発展 le développement de l’instruction publiqueというものである。最

後に、合法的に、かつ、彼らにふさわしいやり方で、彼ら自身の国の行政に携

わるように、我々の被保護者 nos protégés〔植民地の原住民〕に資格を与えな

ければならない。」

〔Ⅳ－２〕サロー総督の教育政策《文献２０、２９０－２９２頁より》

フランス植民地政策は、一般的に同化主義（assimilation）とみなされてき

た、力尽くでフランス化を強制・強要する統治方式である。しかし、これは、

確立した統治機構と歴史をもち、「文明」の行き渡ったヴェトナムでは通用し

なかった。ヴェトナム側の抵抗があったからである。フランスは長い間、同化

主義と協同主義（association）の間を逡巡していた。

教育政策上の協同主義をとったのがベール（Paul Bert、１８３３－８６、ハノイ

で没）であった。彼は、フェリーらと共に第３共和政の教育政策を担い、ガン

ベッタ内閣時の文部大臣（在任１８８１－８２）をも務め、医師で生理学者でもあっ

た。１８８５年以降の反仏抵抗運動や地方の知識人・官僚（文紳）たちの蜂起で武

力によるインドシナ統治政策が行き詰まり、文官的協同主義を標榜する第３次

フレシネ（Freycinet）内閣が登場する（１８８６年１月）と、彼はアンナン・ト

ンキン理事長官に任命され（１８８６年１月）、同年４月、ハノイに着任した。ベー

ルは、行政官に占める武官と文官の比率において後者を高めると共に、政治機

構に現住民を積極的に利用するようにし、中央に現住民有力者評議会を、地方

にトンキン諮問会議を設置し、またフエの宮廷（阮朝）の権力を認めた。

ベールは「協同主義的近代的植民地政策の推進者」と言われ、その政策は、

フレシネ内閣により任命された第３代フランス領インドシナ総督のラヌサン

（Jean Marie Antoine de Lanessan、１８４３－１９１９、在職１８９１－９４）に引き継

がれたが、その後、同化政策と協同政策との間の往復運動が繰り返された。

１９１１年にサローが総督となり、協同政策を推進し、逆行しえない体制を固め

た。彼は、熱病のため１９１４年に帰国を余儀なくされたが、１９１６年に再度、総督

に任じられる。そして、１９１７年１２月に編集・公布したのが、「インドシナ教育
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憲章」の名をもつ、７編６００条からなる浩潮な「公教育全般的規定」であった。

その内容は、略述した。

彼は、いかなる意図と構想の下にこの教育規定を作成したのであろうか。私

たちは、今の日本で、この教育法令の資料（オリジナル版も復刻版も）を手に

していないので、それを分析することはできない（２００７年８月と２００８年１１月

に、エクサンプロヴァンスにある国立海外古文書センター【CAOM＝Centre

d’Archives d’Outres Mer】で教育法令を閲覧し、ディジタル・カメラで撮影

する機会を得た。今回、その法令の一部を訳出した）。しかし、断片的な状況

証拠で、彼の教育意図を探ってみよう。

①「現地人を教育することは、確実に我々の義務である。……そして、この

我々の義務は、我々にとって最も重要な植民地における経済的・行政的・

軍事的、政治的利益に合致する。事実、教育は、多くの現地人労働者の知

性 intelligenceの質と能力 capacitéを高め、植民地の生産物の価値を増

大させる結果をもたらす。さらに、教育は、勤労大衆の中に、技術者・現

場監督・監視人・サラリーマン・事務職員のようなヨーロッパ人の数の不

足を補い、植民地の農業・工業・商業に対してますます強まってくるフラ

ンスの要求を満足させるために役立つ現地人のエリートを見つけ出し、訓

練することを可能にするはずである」サローの言葉（Suret−Canale,

１９６４）。

②「〔ヴェトナム人に対する教育の目的は〕フランスの行政・工場経営者・

商業経営者そして植民者にとって従順な官吏、教師、通訳そして店員とな

る土民を訓練することである」トンキン公教育長官ベラールが１９１２年４月

１８日に総督サローに宛てた報告（広木、１９７６）。

③サローは、エリート以外のインドシナ住民については、『ごく簡単な教

育、要点だけに絞って、子どもが農民、職人としてつつましく生きる上

で、その自然的、社会的生存条件を改良するのに知っておくと役に立つこ

とを教える教育」を提唱した（ベネディクト・アンダーソン、１９９７）。

④１９０７年９月に最初の「インドシナ大学」が開設され、１９０７－０８年度、学生

数は約２００人にのぼったものの、この年度中に閉校されたが、サローの下

で再開された。しかし、この大学での教育は、「教育、公共土木工事、法
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律、行政、医学のような専門訓練教育に限られていた」（Kelly,２０００）。

（追加）インドシナ大学の開設の意図「サローとその後継者の多くは、大学

教育を求めてフランスに旅立つ学生数の増加に警鐘を鳴らした。フランス

で大学教育を受けた学生たちは植民地秩序を排斥 rejectしがちであるが

故に、フランスの教育は危険だと、彼らは考えた。サローは、現地〔イン

ドシナ〕の大学を発展させることで、学生のフランスへの移動を堰き止め

ようとした。……彼〔サロー〕は絶えず入植したフランス人 colonに対し

て、ハノイの大学が入植者たちの立場 positionを揺るがすことがない、

大学はその人種にふさわしい仕事 jobのためにヴェトナム人を訓練してい

るのだ、大学を卒業したヴェトナム人はどんなことがあってもフランスの

公務に認められることはないと、安心させた。端的に言えば、サローは、

大学を改革することによって、フランス人入植者 colonsとヴェトナム人

エリートの利害 interestsをごまかそうと試みた（Kelly, p．２９）。

詰まるところ、植民地原住民であるヴェトナム人を宗主国フランスの統治に

奉仕させる教育であった。同化主義であっても、協同主義であっても、植民地

支配には変わりはないのである。意識的なヴェトナム人にとっては、屈辱的な

教育に過ぎなかった。

〔Ⅳ－３〕サローによる１９１８年新学期の学校教育制度

〈詳細は、戦前文献および戦後文献１８（黒沢２９２頁）〉

クォック・グーで教えられる３年間の基礎学校（elementary school）、フラ

ンス語で教えられる３年間の初等教育（primary education）、フランス語によ

る４年間の（職業指向の）上級初等教育（vocationaly-oriented primary supe-

rioreducation）、インドシナ・バカロレア受験資格の取得に向けフランス語で

３年間教授される中等教育（French-language secondary education）という、

３・３・４・３の４段階の教育制度であった。このうち、はじめの３段階は初

等教育機関であった。就学年齢層の約１０％が就学しており、そのうちの９０％が

この初等教育機関に通っていた。残りの１０％、すなわち就学年齢一層の僅か

１％の子どものみが、大学進学コースの中等学校に在学した。サローの教育改

革における主要な関心は、ヴェトナム語の学習を通しての「教育」ではなく、
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「フランス語の習得」に重点が置かれていた。基礎学校では、２７時間の授業数

のうち９～１５時間がクォック・グー教育に当てられた。クォック・グー教育は

フランス語教育への入門指導であった。初等学校では、週２５時間の授業数のう

ち７時間ほどがフランス語の授業であった。中等学校では、週１５～１８時間がフ

ランス語とフランス文学の教育に当てられた。その他の授業科目は、週３時間

の「衛生と実用理科」、週２／３時間の数学、週１／２時間の道徳教育、週２・

１／４時間の中国語、体育が２・１／２時間で、歴史は１／２時間、地理は１

時間に限定されていた。フランス語の授業では、ペルギーの新教育の理論家で

もあり実践家でもあるドゥクロリーが提唱した「興味の中心」の理論が採用さ

れ、教材はフランスよりもヴェトナムの生活が選ばれた。しかし、教材となっ

たヴェトナムは、フランス人の目でとらえられ、フランス人によって書かれた

ヴェトナムの姿であった。

〔Ⅳ－４〕サローの公教育全般規定の問題の指摘

チャン・ヴァン・タオの記述「点描派的 pointilliste性格にもかかわらず、

あるいは、その故に、公教育全般規定は、数多くの欠陥と矛盾を持ってい

る。・・・雑誌『南風 Nam Phon』の編集長ファム・キン Pham Quynhによ

ると、サローの改革は、「伝統的教育制度の刷新」政策の失敗と多すぎる制約

によって緩和された教育上のフェリー主義 ferrysme scolaireの失敗から生じ

た・・・。」《文献５，p．５１．》

この文章は、十分に咀嚼しかねるが、『インドシナにおける公教育全般規

定』を読み込まなくてはなるまい。本原稿は、その第一歩である。

〔Ⅴ〕今後の研究課題

ａ）インドシナ連邦教育史研究には、教育法体系を教育法規（法令）によって

把握する課題→法令が、しばしば修正、廃止されている。その時系列的把

握の必要。→きちんと史料（法規）を収集する（手元に置く）こと。⇒今

回、５５０条の翻訳には挫折。

ｂ）先行研究書の解釈・評価を鵜呑みにし、それを紹介するようなことはしな

い。
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ｃ）フランス本国の教育史とフランス植民地の教育史についての比較（本国の

教育原理と植民地の教育原理との二枚舌、本国の二重基準）→フランスの

ジレンマ

ｄ）教育史研究は制度研究と〔平行して＝同時に〕実態研究を進めなければな

らない。研究推進の方法（論）を煮詰めなければならない。フランス植民

地下の、ヴェトナム教育史は勿論、ラオス教育史、カンボディア教育史研

究をどう進めるか。ヴェトナムと一言でいうが、そのヴェトナムは大きく

は、ハノイ、フエ、サイゴンの３地域に分断されていた。つまり、フラン

ス領インドシナ教育史研究は５つの地域を一望しなければならない。その

方法論は何だろうか。

ｅ）（日本をも視野に含めた）植民地教育の問題性の把握

［参考文献］

〔戦前〕

１．文部省教育調査部「フランス領印度支那に於ける教育」『教育制度の調査』（第
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５章「フランスの植民地教育」２８９－３６７頁。

６．Branchet, F., L’Oeuvre scolaire de la France en Indochine, dans L’Enseigne-

ment public, １９３２.（同誌は東京大学教育学部図書室所蔵。但し、次の７と共に欠

本。１．２．３．は、これらの文献に基づいている）

７．Vial, F., Les Institutions scolaires de Indochine, dans L’Enseignement public,

１９３９.１２. et１９４２.２・４・５.

以上の文献の外、奈良女子大学図書館には、以下の貴重な文献が所蔵されている。
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これらは、１９３１年に開催されたパリ植民地博覧会のために書かれた図書である。《未

見》

１．L’Annam scolaire : De l’enseignement traditionnel annamite à l’enseignement

moderne franco-indigène / Indochine française. Gouvernement général de l’Indo-

chine. Imprimerie d’Extrême-Orient,１９３１.（Exposition coloniale internationale

Paris１９３１/ Direction générale de l’instruction publique）.

２．La Cochinchine scolaires / Gouvernement général de l’Indochine. Imprimerie

d’Extrême-Orient,１９３１.

３．Exposition coloniale internationale Paris１９３１/ Direction générale de l’instruc-

tion publique. Imprimerie d’Extrême-Orient.

４．L’Indo-Chine française :（Souvenirs）/ Paul Doumer. −−２.éd.. −− Vuibert et

Nony,［n.d.］.

５．Les manuels scolaires et publications pédagogiques / Gouvernement général

de l’Indochine. Imprimerie d’Extrême-Orient,１９３１.

６．La pénétration scolaire dans les pays annamites（Tonkin−Annam−Cochin-

chine）/ Indochine française. Section des services d’intérêt social. Imprimerie

d’Extrême-Orient,１９３１.（Exposition coloniale internationale Paris１９３１/ Direc-

tion générale de l’instruction publique）.

７．La pénétration scolaires en pays cambodgien et laotien / Indochine française.

Section des services d’intérêt social. Imprimerie d’Extrême-Orient,１９３１.（Expo-

sition coloniale internationale Paris１９３１ / Direction générale de l’instruction

publique）.

８．Le service de l’instruction publique en Indochine en１９３０/ Indochine française.

Section des services d’intérêt social. Imprimerie d’Extrême-Orient,１９３０.（Expo-

sition coloniale internationale Paris１９３１ / Direction générale de l’instruction

publique）.

９．Le Tonkin scolaire : Un pays d’adaptations pédagogiques originales / Indo-

chine française. Gouvernement général de l’Indochine. Imprimerie d’Extrême-

Orient,１９３１.（Exposition coloniale internationale Paris１９３１/ Direction générale

de l’instruction publique）.
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〔戦後～現在〕

１．佐藤英一郎「植民地教育政策の性格－とくにインドシナを中心として－」海後

勝雄・広岡亮三編『近代教育史皿』誠文堂新光社、１９５６年、４６－４９頁。

２．佐藤英一郎「植民地教育政策の展開－インドシナを中心として－」梅根悟監修

『世界教育史体系１０フランス教育史H』講談社、１９７５年、１９２－１９８頁。

３．Vu Tam Ich, A Historical Survey of Educational Developments in Vietnam.

Bulletin of the Bureau of School Service, College of Education, University of

Kenntucky,１９５９,１３６p.（Internet上に公開）

４．Nhu Duc Duong（１９８４）Education in Vietnam under the French domination

１８６２－１９４５, University Micro films Internationa1, Southern Illinois University

（PhD Thesis:１９７８）,２７１p.（上智大学図書館蔵）

５．Trinh Van Thao, L’ Ecole française en Indochine, Karthala,１９９５,３２５p.

６．Bezançon, P., Un Enseignement colonial : l’expérience française en Indochine

（１８６０－１９４５）,２vol.（７７０p.）, Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires de Sep-

tentrion,１９９７.

７．Bezançon, P., Une colonisation éducatrice : l’expérience française（１８６０－

１９４５）, L’Harmattan,２００２,４７８p.

８．Kelly, Gail Paradise, French Colonial Education−Essays on Vietnam and

West Africa, AMS Press,２０００,２７１p.

９．武田龍兒「ベトナムの科挙制度と学校」多賀秋五郎編著『近世東アジア教育史

研究』学術書出版会、１９７０，pp．１３３－１８８．

１０．坪井善明『近代ヴェトナム政治史』東京大学出版会、１９９１，３０３頁。

１１．アンダーソン『増補 想像の共同体』NTT出版、１９９７。特に７章「最後の波」

１２．海原 峻『ヨーロッパがみた日本・アジア・アフリカ－フランス植民地主義と

いうプリズムをとおして－』梨の木舎、１９９８，２７６頁。

１３．平野千果子『フランス植民地主義の歴史』人文書院、２００２，３５８頁。

１４．ヴィ・ティ・ミン・チ（Vu Thi Minh Chi）「変革期ベトナムの教育－その実態

と歴史的展開－」一橋大学博士号取得論文（博士号取得年月日：１９９９年７月２７日）

１５．岩月純一「『ベトナム語意識』における漢字／漢文』の位置について」『ことば

と社会』１号、三元社、１９９９年、１５４－１６５頁。

１６．岩月純一「ベトナムにおける『近代的』漢文教育についての一考察」木村汎ほ

か編『日本・ベトナム関係を学ぶ人のために』世界思想社、２０００年、４０－５９頁。
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１７．下司睦子「仏領インドシナ、ベトナムにおける植民地言語教育とその政策」『植

民地教育史研究年報４』皓星社、２００２年、１８０－１２７頁。

１８．黒沢和裕「ベトナムにおけるフランスの植民地教育－現地人教育改良評議会を

中心に」『二十世紀研究』第３号、２００２年、７５－９８頁。

１９．古沢常雄「ベトナムにおけるフランスの植民地教育政策－『文明化使命』をめ

ぐって」『植民地教育史研究年報５』皓星社、２００３年、１１－２６頁。

２０．古沢常雄「フランス植民地支配とフランス語教育－ヴェトナムに焦点を当てて」

福田誠治・末藤美津子編『世界の外国人学校』東信堂、２００５年、２７９－２９９頁。
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［翻訳資料］

以下は、南フランス・マルセーユから小一時間の所に位置するエクサンプロ

ヴァンスにある国立海外古文書センター【CAOM＝Centre d’Archives d’Ou-

tres Mer】が所蔵する『インドシナの法規全集』Recueil général de la législa-

tion et de la réglementation en Indochine. A jour au３１ décembre 1925,

Deuxième partie, Tome deuxième−４janvier１９１７−２９ janvier１９２３, publié

par le Service de la législation et d’administration du gouvernement gén-

éral, １９２８.の第２巻（１９１７年１月４日－１９２３年１月２９日分）に所収されている

『インドシナにおける公教育全般規定』Réglement général de l’Instruction

publique en Indochine,２１déc.１９１７の翻訳（全５５０か条のうちの僅か９６か条分

の訳出）である（括弧内の数字は掲載頁）。なお、法規全体の見通し（構成）

のために、章・節の見出しを全て挙げておく。全文は１８０４頁から１８３６頁まで、

３２頁分である。〔 〕は、古沢が補足した箇所。

本来ならば、１９１８年４月１０日刊行の『フランス領インドシナ〔政府〕広報』

（Journal Officiel de l’Indochine Française.これも CAOMに所蔵）６０７頁から

６８４頁まで７８頁に渡って全５５８条分掲載されたアレテと対比すべきであるが、研

究上、手抜きをしている。

１９１７年１２月２１日（１８０４頁）

『インドシナにおける公教育全般規定』を公布するコーチシナ総督府のアレテ

〔法令〕 Arrèté G. Gal publiant le Réglement général de l’Instruction pub-

lique en Indochine（J.O.I.C.１９１８P.６０７）.

第１条 １９１８年３月１５日より『インドシナにおける公教育全般規定《Régle-

ment général de l’Instruction publique en Indochine》』が公布される。

その本文はこのアレテに添付される。

第２条 本規定以前のアレテおよびインドシナにおける公教育についての諸施

行規則 servicesによる組織に関する現地当局 autorités localesの決定

は、実施されている法規がはっきりと明記されている現地当局の規定を
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除外し、廃止される。

『インドシナにおける公教育全般規定』

《Réglement général de l’Instruction publique en Indochine》

第１巻 全般組織（１８０４）

第１編 教育段階

第１条 インドシナにおける公教育 L’enseignement publicは、一般教育 L’in-

struction généraleと職業教育の知識 les connnaissancesを供給する。

それは、下記の表の段階に従って配置されるカリキュラム un pro-

gramme d’étudesによって、ともにフランス人用学校 Écoles françaises

とフランス人－原住民用学校 Ecoles franco−indigenesにおいて与えら

れる。

第２条 （１９２１年６月２０日のアレテにより修正）《公教育（一般教育および職

業教育）の機関は、（インドシナ連邦）各国の行政の観点から、直接、

地域行政長官の管轄下に置かれ、また、専門的・職業的観点から、公教

育局長の管轄下に置かれる。

特に、高等・中等教育機関に関しては、専門的および職業的の二重の

観点から、公教育局長の管轄下に置かれる。》

一般教育 職業教育

フランス人用学校 フランス人－原住民用学校 フランス人用学校、および

フランス人－原住民用学校

第１段階教育

基礎初等学校、および

中等教育の基礎学級

基礎初等学校、および

フランス人－原住民用初等学校

家事、農業、産業美術、装

飾美術の徒弟学校

第２段階教育

上級初等学校フランス

人用中等学校

フランス人－原住民用上級初等学校

フランス人－原住民用中等学校

全課程を備えた職業学校

第３段階教育

高等教育学校 Écoles supérieurs
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第３条 その全体が「インドシナ大学」l’Université indochinoiseを構成する

ことになっている高等教育学校 Écoles supérieursは、その創設を考慮

し、唯一の中央部局である「高等教育局」Direction de l’Enseignement

supérieursに属する。

第４条 教育 L’instructionは、公初等学校において、無償である。

第５条 アンナン３国（コーチシナ・アンナン・トンキン）において原則とし

て共通な、第１・第２段階教育の組織上の規則は、特別な規定によって

示されるいくつかの条項については保留し、その他の連邦にも同様に適

用される。

地域行政長官は、総督に、その管轄下にあるフランス人－原住民用教

育の活動状況と進展についての年次報告を、公教育総視察の証印を受け

た上で提出する。

第６条 （１９２４年５月１４日のデクレにより廃止）

第２編 公教育局－視学官（１８０４）

第７条 （１９２４年４月２５日のアレテにより廃止）

第８条 （１９２１年６月２０日のアレテにより修正）インドシナにおいて、公教育

局が、総督の権能のもとに設置される。その権限は、１９２０年５月２日の

デクレにより定められる。

さらに、公教育局長は、公教育に関しても私教育に関しても同様に、

規則が厳格に適用されているかを監視する。

公教育局長は、教育職員の雇用にあたってフランス人応募者の免許資

格について審査し、これら応募者のすべての任用や雇用契約に関し、ま

た、植民地大臣 Chef de la colonieの署名のある配置転換や解雇 congé

についても意見を述べる。（第４節は１９２４年９月１３日のアレテ第１３条に

より廃止）

公教育局長は、フランス人教育職員の昇進に関する委員会の審議の議

長を司る。そして、第二段階教育の原住民教員の昇進に関する委員会の

議長は、公教育局長本人によるかその代理が司る。

公教育局長は、インドシナ連邦各国における第一段階教育、第二段階
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教育に関する予算案について意見を述べる。

公教育局長は、下記のような公教育の職務に関して有用なすべての資

料を中央に集める。

・報告書、統計、教育課程 programmes、教科書、また、公教育に

関する各種審議会・諮問委員会から出された勧告

公教育局長は、植民地で刊行される学校教育あるいは教育方法関係

caractère scolaire ou pédagogiqueの定期刊行について直接的な統制を

行う、かつ、公教育総括報告書 Bulletin général de l’Instruction pub-

liqueの刊行を滞りなく行う。

第９条 （１９２１年６月２０日、１９２５年４月２日のアレテにより修正）のアレテに

より修正）《３つの公教育視学官のポストが創設される。

１－（１９２５年４月２日のアレテにより廃止）》

２－文系視学官

３－理系視学官

この２人の公務員は、公教育局長の直轄管理下に置かれる。

第１０条 （１９２５年４月２日のアレテを参照のこと）

第１１条 （１９２１年６月２０日のアレテにより修正）

《文系視学官および理系視学官は、公教育局長の提案に基づき総督に

よって任命される。彼らは、植民地において少なくとも２年間勤務し

た、第２段階教育担当教員の中から選出される。

彼らは、自らの等級の俸給を受け取り、年間１，２００ピアストル pias-

tresに固定される付加金を受領する。彼は、公教育局長の提案に基づ

き総督によってその職務を解任される。この場合、彼らは、抜擢された

ときの地位に戻る。

第１２条 （１９２１年６月２０日のアレテにより修正）

《公教育視学官は、公教育局長が責任を持つすべての職務の完遂にた

めに、彼を援助する。彼らは、公教育局長の委任を受けて、師範学校、

職業教育機関の他、第１段階・第２段階のすべての教育機関を監督す

る。公教育視学官は、出張の際、規定の手当を受領する。彼らは、出張・

滞在・宿泊 l’hospitalisationにあたって、１９０４年１月６日のデクレによ
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り修正された１８９７年７月３日のデクレの付表の第１カテゴリー Bが適

用される。

第１３条 （１９２１年６月２０日のアレテにより修正）

《師範学校の視察は、インドシナの教育方法の上級学校長 le Direc-

teur de l’Écoles supérieurs de Pédagogie de l’Indochineによって行わ

れる。職業教育学校とデッサン教育学校の視察は、技術学校の校長か、

視察のために公教育局長の提案に基づいて総督によって指名された教授

によって行われる。

視察任務の期間中、これらの公務員は、規定の出張手当を受領する。

暫定的措置によって、本アレテの制定日において職務に当たっている職

業教育視学官・デッサン教育視学官は、以前に支給されていた１，２００ピ

アストルの出張経費を受け続ける。

第１４条 （１９２４年７月１７日のアレテにより修正）

公教育局は、次の権限を受け持つ、事務局、行政全般担当局、視察・

技術研究担当局から構成される。

Ⅰ－秘書事務局、および行政全般担当局

・秘書事務局・記録保管所

－郵便物の開封、－到着書類・発送書類の記録、－各部局間の

任務の配分、－機密事項・保留事項、－暗号課、－叙勲、－記

録文書の分類、－出版物の購入、－インドシナ人の試験結果の

公認、－フランス人の試験結果の官庁による有効性の認証、－

免許状の交換と発行

・第１事務部局

－フランス人高等教育、－技術高等教育学校、－大学の管理。

－医学・薬学の全課程実施学校、－植民地において実施されて

いる法律研究の届け出、－技術高等教育に関する問題の研究、

－学校の活動状況、－教育課程の編成、－入学試験・進級試

験・修了試験の企画準備、－大学の学生 elevesの募集、－奨

学金・教育補助金受給希望者の試験、－行政機関への生徒・学

生の任命、－フランスへの学生の派遣、－（高等教育について
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の）ママ政府審議会への報告、－一般教養試験、－東洋語試

験。

・大学の全般的管理

－寄宿舎の組織・機能・管理、－学生の登録と配分、－学生の

休暇派遣、－大学の外での規律、－講義時間の作成。

・第２事務部局：行政・人事事務局

－公教育のフランス人教員と補助教育の原住民教員の登録簿と

書類、－雇用申し込み、任命、配置転換、昇進、解雇、休暇、

－給与口座の引き出しと決済用の書類の準備、－名誉職、－教

員に関する全記録書類の集中化。

インドシナにおける公教育に関する行政規律の全問題（高等

教育は除く）の研究。

・第３事務部局：会計課

－公教育局およびその管轄下にある職務の会計全般、－支出し

た会計、－支出の決済、－給与と給与に付随する手当、－公教

育局、リセ、記録書類保管所・図書館業務の予算案、－事業展

開活動計画、－交通費：経路地図・請求書、－交通運賃

・設備・備品：経理－題目、－日常の会計記録と会計記録簿

の保管、－賃貸借契約・注文・備品の取引、－職務に不要な備

品の購入の禁止。

Ⅱ－専門分野の任務：教育方法 pédagogieの組織と教育統制 Con-

trôle de l’enseignement

・部局Ａ：初等教育、上級初等教育、フランス人中等教育

－初等教育、上級初等教育、中等教育に関する専門上の全

ての問題の研究、－カリキュラムの適用、－統計の作成と政

府審議会・公教育部局へ提出する報告書作成、－試験の企画

準備：試験委員会の任命と試験問題の作成、－視察と派遣

団、－私立学校教育と卒後学校外教育活動の管理、－訴訟担

当部局と公教育諮問委員会担当部局。

・部局Ｂ：フランス人－インドシナ人教師による初等教育・職業

２７６ 法政大学キャリアデザイン学部紀要第６号

Hosei University Repository



教育・補助教育、－地域の中等教育。

－フランス人－インドシナ人教育に関する全ての専門的問

題の研究、－教育カリキュラムの編成と修正、－試験の企画

準備：試験問題の作成、－視察と派遣団。

・部局Ｃ

－公教育報告書、－図書館・フィルム・教育博物館、－教

育図書出版と教科書の統制、－統計の作成と政府審議会・公

教育部局へ提出する報告書の作成、－公教育諮問委員会の準

備と担当事務局、－極東諸国における教育組織の研究と植民

地における教育に関する全資料の中央集中化。（１８０６）

第１５条 （１９２４年５月２４日のアレテによる修正）

《現物および金銭による支給に関する１９１６年２月１３日のアレテの適用

を受ける権利を与える公教育局の雇用の職種と人数は、以下のように定

められる。

事務局 service du Secrétariat et des Bureaux長１人

文書保管 Archiviste局長１人

第１事務局－局長１人

課長２人

第２事務局－局長１人

課長１人

第１６条 （１９２１年６月２０日のアレテによる修正）

上記の雇用は、公教育局長官の要求に基づいてインドシナ行政の一部

局の管理職に出向中の公務員に委ねられる。

事務局長は、８００ピアストルの年俸を受領する。この年俸は、局長に

は６００ピアストル、課長には３００ピアストルと定められる。

公教育局長の指示による原住民の事務員および運送係 expédition-

nairesは、原住民あて給与の枠内で、その職位の給料を受領する。

第３編 公教育諮問委員会

第１７条から第２１条（１９２４年９月１８日のアレテによる廃止・修正）
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第４編 教員全般規定

第１章 一般規定

第２２条から第２６条（１９２４年９月１８日のアレテによる廃止）

第２章 インドシナ着任のフランス人職員

第２７条から第３０条（１９２４年９月１８日のアレテによる廃止）

第３章 地方幹部のフランス人職員

第３１条から第３７－bis条（１９２４年９月１８日のアレテによる廃止）

第４章 フランス人職員の昇進表

第３８条および第３９条（１９２４年４月２５日のアレテによる廃止）

第４０条（１９２４年９月１８日のアレテによる廃止）

第４１条（１９２１年６月２０日のアレテによる廃止）

第４２条（１９２４年９月１８日のアレテによる廃止）

第４３条から第４６条（１９２１年６月２０日のアレテによる廃止）

第５章 フランス人職員の規律

第４７条から第４９条（１９２１年６月２０日のアレテによる廃止）

第６章 フランス人職員に関する移行処置

第５０条から第５１条（１９２４年９月１８日のアレテによる廃止）

第７章 原住民職員

第５２条から第５７条（１９２４年９月１８日のアレテによる廃止）

第８章 原住民職員に関する移行処置

第５８条および第５９条（１９２１年６月２０日のアレテによる廃止）

第９章 出産休暇

第６０条 インドシナにおける教育に携わるフランス人女性職員〔教員〕の出産

特別休暇は、１９１３年２月２０日のデクレによって規定される。

第６１条 合計２ヶ月間の出産特別休暇は、出産前と出産直後の期間、教育に携

わる原住民枠の女性職員〔教員〕に与えられる。

第６２条 この休職は、その休暇期間中、就業中と同額の俸給を受領する権利を

与える。

第６３条 出産休暇は、当事者の要求に基づき、教員の状況を証明する医療診断

書の提出をもって、その許可を認める権限を持つ当局によって認められ
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る。

第６４条 この２ヶ月の特別休暇の期限が切れ、当事者が、その勤務の再開が不

可能だとわかった場合、半額の俸給で、回復期休暇 congé de convales-

cenceとして一ヶ月間の延長を得ることができる。

第６５条および第６５−bis条（１９２４年９月１８日のアレテによる廃止）

第２巻 第１段階教育（全般的指示）

第１編 フランス人基礎初等教育学校 Écoles primaries élémentaires

françaises

第６６条 もし、予算の財源が許すならば、各大都市および地方の中心都市 chef

−lieuに、ヨーロッパ人生徒のみを受け入れるフランス人用基礎初等教

育学校および幼稚園が、設置される。これらの学校は、地域の、地方の、

あるいは市の予算で維持される。

基礎初等教育学校は、満６歳から１３歳の子どもに開かれる。

幼稚園は、その発議権が地方行政長官 Chefs de l’Administration lo-

caleに委ねられている条例によって決定される（１）。

これらの学校は、就学人口の数値が、男子学校と女子学校との開設を

証明するのに十分でない地域では、共学である。

教員は、フランス人のみである。（１８０７）

（１）一般規則に則って、これらの学校は、視学官の下におかれる。

第６７条 これらの学校のカリキュラム programmesは、要するに、フランス

本国で初等教育を組織している１８８６年１０月３０日の法律を執行させた１８８７

年１月１８日のデクレに記載されているカリキュラムである。

詳細なカリキュラムは、１８９０年８月８日、１８９４年１月４日、１８９７年３

月９日、１８９９年９月１７日・２０日のアレテによって補完された１８８７年１月

１８日の省令に添付されたカリキュラムである。

第６８条 前条が適用される基礎初等学校は、後出の第７６条で問題とされる「学

校グループ」groupes scolairesの中に含まれる。

フランス人用初等学校のフランス人教授あるいはフランス人女初等教

師は、「グループ」のフランス人－原住民用学校において、いくつかの
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学級での授業を実施する義務を負う。

第２編 フランス人－原住民用初等教育

第１章 男子のコミューン学校 Écoles communales

第６９条 各コミューンに、原則として、公的な初等教育のための校舎が少なく

とも一校が設けられる（１）。

しかしながら、コミューンの経費で一校を維持するために、納税者５００

人以下のコミューンは、集まることができる。

（（１）原住民が利用する幼稚園の開設については、そのあらゆる発

議権は、地域行政長官に属する。）

第７０条 公的な初等教育学校においては、本規定に明記された条件において公

的当局によって任命された男教師と女教師だけしか、教えることができ

ない。

コミューンは、新たな学校を開設しようとする毎に、初等教員の指名

を得るために上級当局に申請書を提出しなければならない。

第７１条 これらの学校の建設と維持のあらゆる経費は、原住民初等教員の俸給

を含めて学校の平常的な運営に充当される経費と同様に、原則として、

コミューンの負担とする。

原住民初等教員の俸給の滞りない支給は、それでもなお、権能を持つ

行政機関によって保障される。地方行政長官 Chef de l’Administration

localeのアレテは、前払いされた金額の、コミューンによる返還の方式

を定める。予算の自由処分権の範囲内で、インドシナの地域・地方の lo-

caux et provinciaux様々な予算は、事情が許せば、初等教育学校の経

費の全てあるいは一部について、その負担とする。

いずれにせよ、フランス人職員の俸給は、関係する地元の地方予算に

よって直接に負担される。

第７２条 前条において予定されているように、様々な予算から補助金を受ける

学校の状態は、地方行政長官が総督に提出すべき、フランス人－原住民

用教育の活動についての年次報告に添付される。

第７３条 学校のためにコミューンによって提供される、あるいは、コミューン
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よって建造される建物の区画は、初等教育局長によって〔インドシナ〕

連邦内各国 paysのために作成され、地方行政長官のアレテによって執

行される特別規則によって明示された施設・設備、保健・衛生に合致し

なければならない。

第７４条 初等教育学校の教員と助教員の人数は、組織される授業〔課程〕cours

に比例して就学生徒数に応じて決められる。教員数は、特別な場合はそ

のたびに、初等教育局長の提案に基づく地方行政長官の決定によって定

められる。この決定は、コミューンの側からの訴えが無くとも行われ

る。

第７５条 初等教育局長の提案によって、かつ、地方議会 conseils provinciaux

および地区 arrondissement議会への意見聴取後に採られる地方行政長

官の決定は、コミューンの学校を意味する。この学校においては義務的

に、後出第五編に示されるような完成した初級科 cours primairesが組

織される。これらの学校は、「全課程実施初等学校」écoles primaires de

plein exerciceと命名される（１）。

（１）主要な中心都市の学校の場合、都市学校 écoles urbainesと称

する。これらの学校は、志望者を直接、初等教育修了証書 cer-

tificat d’études primairesに向けて準備し。また、自分の学習

を続けることを望む生徒、とりわけ学習を有効に継続する能力

を持つ生徒を収容する。

植民地の全域に分散されるこれらの学校の数は、住民の利益

に最も良いように、そして、地方の全可能性を考慮に入れた形

で、前もって a priori決めてはならない。

とりわけ、予算的補助金が最初に割り当てられるのが全課程

実施初等学校であり、このことが、第７１条で問題としているの

である。

第７６条 地方の中心都市において、初等教育は、フランス人教師の管理下に置

かれ、フランス人教師のいない場合のみ、原住民教師の管理下に置かれ

る。

地方の中心都市において、複数の全課程実施初等学校か基礎初等学校
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がある場合、これらの学校は、一つの「学校グループ」を構成し、その

管理は、フランス人教師に委託され、前項と同様に、フランス人教師の

いない場合、原住民教師に委託される。

「学校グループ」の中に、フランス人女初等教員が一人しかいない場

合、この教員は、学校グループの管理者〔校長〕Directriceとなる。何

らかの事情がある場合、地方行政長官は、その官吏を彼女に任すべきだ

とは考えず、その学校またはその学級はグループから独立したものと考

え、彼女は、初等教育校長〔管理者〕を解任する。

大都市では、初等学校は、いくつかの「学校グループ」に振り分けら

れ、それぞれその管理者〔校長〕を持つ。

第７７条 漢字教育 enseignement des carctères chinoisは、ヴェトナム pays

annamitesの「基礎学校」では任意であり、その組織は、コミューン

議会の自由発議に任せるか、この件で生徒の親と意見が一致した学校教

師の自由発議に任せる。

ともあれ、これらの学校での漢字教育を行う任意の授業 classeは、

常に木曜日の午前中に行うよう定められる（１）。

注（１）この規定は、基礎学校で、子どもに易しい文字の正書法を教

える apprendre à calligraphierたり、いくつかのとてもあり

ふれた教訓的な格言 sentences moralesを覚えさせる関心 in-

térêt以外のいかなる関心も提供しない漢字の学習に充てられ

る時間（週に１時間３０分）にのみ厳密に限定することを目的と

する。

漢字授業は、学校教師とコミューン議会によって承認され

た、村に居住する善意の知識階級 lettrés〔文官階級〕によっ

て行われる。多くの場合、この知識階級は、子どもの分担金と

かコミューンの手当金とかによって支払われる、取るに足りな

い報酬しか請求しない。

ただし、このことは、現在、少なくとも一人の無償の漢字教

師 professeur de caractères libreである《thày dô》がいる各

村々で行われている。新たな規則によって、この《thày dô》
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による無償学校が、コミューン学校の統制の下で関係者の意志

で配置されている。

例え、規則が漢字教育に沈黙muetしていても、《thày dô》

学校は、実際には、〔規則制定の〕影響による極めて著しい制

約はさほど受けない。というのも、コミューン学校が、木曜日

を除いて、子どもの全〔授業〕時間を吸収しているからであ

り、それゆえ、普通ならその他の日は生徒を《thày dô》から

取り上げているはずだからである。反対に、コミューン学校の

中にこれらの《thày dô》を《囲い込》み、彼らが現在用いて

いる教え方よりもさらに実際的な、漢字教育の新しい方法を彼

らに課することで、確かな利点がある。（１８０８）

第７８条 地方議会 conseils provinciauxか地区議会 conseils d’arrondissement

の意見聴取の後に採られるアンナンの国〔ヴェトナム〕における地方行

政長官の決定は、漢字教育が与えられるはずの全課程実施初等学校を指

名する。

漢字授業は、これらの学校では、中級科と高等科の全ての生徒に義務

的（２）であり、そのほかの科〔準備科・初等科〕では任意である。漢字授

業は、後述の第４編で示される条件によって募集される初等教員によっ

て保障される。

関係する地方行政長官は、毎年、総督に、教育についての報告と一緒

に、漢字教育の実情を浮き出たせた、漢字教育が教えられている公的な

学校の状況を提出する。

注（２）この義務は、理解される。事実、地方政府にしろ、コミュー

ンにしろ、これらが住民の要求と原住民当局の要求に基づいて

この〔漢字〕授業を創設するために必要な出費をなすとき、授

業を継続するかしないかの能力を生徒のファンタジーに委ねて

はならない。正規の授業を滞りなく行わなければならない。さ

らに、近代の〔教授〕方法による極端な簡素さを持ち、大変な

努力を要しない漢文？／漢字？lettres chinoisesの初等教育

は、毎年二つの授業しかない。生徒に、初等サイクル（中等科・
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高等科）の終わりの２ヶ年に勤勉さを課せば十分である。その

前の学年においては、漢字 caractèresの準備教育は、純粋に

書記法の理法である。

第７９条 成人のための授業は、地方行政長官の決定に基づき全課程実施初等学

校および基礎学校に設置される。同時に、地方行政長官は、この授業に

ついてのあらゆる実施条件を定める。

第２章 原住民用女子初等学校

第８０条 女子初等学校の組織は、原則として、男子コミューン学校の組織と同

じ規則に従う。

地方の中心都市には、初等教育の完全なサイクルを持つ原住民用女子

初等学校が少なくとも一校置かれる。

しかしながら、資金の一時的な不足の結果、男子学校と女子学校を

別々に設置することができないところでは、同一の校舎が２種類の生徒

に使用されるとか、同一の教員が別々の教室で教えるとかして、男女共

学の学校が組織される。しかし、この二例でも、授業は、原則として、

女子と男子とは別々に行われなければならない。しかしながら、女子と

男子の集会は、第一サイクル Cycle primaireの第一課程 premier cours

（幼児学級 cours enfantin）では許可される。

第３章 寄宿学校・半寄宿学校 － 奨学金

第８１条 有料の寄宿生・半寄宿生は、寄宿のために必要な部屋が与えられる初

等学校に収容される。

校長は、それぞれ特別な事例について、地方行政長官のアレテによっ

て定められる条件に従い、寄宿舎の管理をおこなう。

第８２条 １０ヶ月の就学期間中の全寄宿代金は、３０ピアストル piastresを下回っ

てはならない。

半寄宿代金は、１５ピアストルを下回ってはならない。

支払いは、各月の始めに前もっておこなわれなければならない。

特別にこの事務の任にあたる校長あるいは公務員は、このために規定

される規則に従った学校会計課の業務を執行する。

第８３条 地方行政長官は、自らに属する権限の下で、寄宿舎を設置する初等学

２８４ 法政大学キャリアデザイン学部紀要第６号

Hosei University Repository



校に対する給費を制定する。

第８４条 地方行政長官が、寄宿舎を備えていない全課程実施初等学校に対し

て、《家族奨学金 bourses familiales》と呼ばれる特別奨学金制度を制

定するのは自由である。家族奨学金は、学校センターに住む〔意味不

明〕名家に寄宿している受益者〔生徒〕の親に対して最低、月７＄oo〔マ

マ、単位の意味不明〕の手当で成り立つ。

第３編 第１段階教育の学校の管理Direction・視察 Inspection・監督 Sur-

veillance

第１章 管理（１）

（１）インドシナ連邦の各国の地方中心都市に教育局長を設置する

１９２４年４月１５日のアレテを見よ。

第８５条 （第１パラグラフは、１９２１年６月２０日のアレテにより修正）《インド

シナ連邦の各国の第１段階の学校の全体の管理は、《初等教育局長 Di-

recteur de l’Enseignement primaire》との職名を持ち、また、行政の

視点からは地方行政長官、技術的・職業的視点からは公教育の Direc-

teurに属する教員団 corps enseignantの一員である一人の官吏の管轄

に属する。》

初等視学官、および、初等学校に勤務する教授・初等教員は、初等教

育局長の指揮の下に入る。

彼は永続的に、自分自身で、あるいは、彼の代理人を通して、彼の職

務内にある国の第１段階の全ての学校の監視 contrôleを行う。（１８０９）

彼は、とりわけ、各学校での独自プログラムと独自時間割の施行が確実

に行われるように気を付ける。施設の保持・維持の状態、生徒の行儀と

（学習の）進歩状態についても同様である。

彼は、その権限下にあるフランス人用学校の試験、フランス人－原住

民用学校の試験期間を組織する。

（第５節は、１９２１年６月２０日のアレテにより廃止）

彼は、その管理下に置かれる全職員の個人別の業績評価表を集約す

る。彼は、理由があれば、その見解をそれに書き添える。彼は、昇進を
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推奨された原住民幹部 cadres職員一覧表を作成する。

第８６条 インドシナ連邦各国の初等教育局長またはその代理人は、定期的に、

第一段階の教育を行っている私立学校を視察する。彼は、使用中の教科

書や生徒の帳面を提出させる権利を有する。同じく、特に、首都の私立

学校では、義務となっている学籍簿 registres scolairesと職員名簿、寄

宿舎学校では寄宿生徒名簿を提出させる権利を有する。

第８７条 学校の創設・廃止、後者の建築・移転、第一段階教育（学校）の予算

計上等々、この教育の発展に有益なあらゆる手段は、義務的にこの目的

のためになされる。

第８８条 初等教育局長は、その職務に関する予算の執行を監督する。彼は、そ

の目的で彼に委ねられている予算の範囲内で支出の執行を認可できる。

第８９条 公教育の全般的査察のために、書類・統計・定期的に卒業費が義務づ

けられている報告書など、あらゆる情報が提供されなければならない。

第９０条 保護国〔ラオス・カンボディア・トンキン東京・アンナン安南・フエ

のグエン阮朝〕では、初等教育局長は、意見交換や総督府と保護国の代

表者との事前合意を必要とするその所轄の全ての問題の検討のために植

民地総督府に付与されている理事長官の権限の下におかれる。

第９１・９２条（１９２４年４月２５日のアレテにより廃止）

第２章 初等学校の視察・監督 inspection et surveillance

第９３条 地方 provences長官とそのフランス人または原住民の代理人は、そ

の管区内の初等学校の活動状況を常時、監督する。

第９４条（１９２５年６月１２日のアレテにより修正） 専門的・技術的観点からの初

等学校の視察が、以下のように行われる。

ａ）地方の首府の全課程実施〔初等〕学校あるいは学校グループ

の指導も同時に行うフランス人初等視学官によって、各地方にあっ

ては、永続的に視察される。

それが必要な場合、フランス人－現住民用初等学校の視察・指導

は、地方記局長官あるいはフランス人初等視学官の権限下で、原住

民初等視学官あるいは現住民初等学校長に委ねることができる。
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これら原住民初等視学官と原住民初等学校長は、地方教育局長官

の提案に基づき地方行政長官によって任命される。彼らは、少なく

とも第３級のフランス人―現住民用高等初等教育の教授の中から、

あるいは、公教育長官の助言に基づき、原住民の主任初等学校教員

instituteurs principauxの中から選任される。

ｂ）不定期的には、特定の課題についての査察について、地方教

育局長官によってその目的のために特別に派遣されたフランス人公

務員によってこれら査察派遣団は、初等視学官の任務か〔初等〕学

校長の任務に就いている初等教育主任教授の中から選任される。

ｃ）フランス人校長がいない地方においては、高等師範学校

Ecole supérieure de Pédagogie終了免状を持つ生徒の中から選ば

れ、初等教育局長の提案に基づき地方行政長官によって任命される

原住民視学官によって、恒常的に視察される。

第９５条（１９２１年６月２０日のアレテにより廃止）

第９６条（１９２１年６月２０日のアレテにより修正）現住民初等視学官は、地方行政

長官の提案に基づき、総督のアレテによって、〔インドシナ〕連邦の各

国に対して定められる職務手当と出張手当を受領する。

初等視学官の俸給と俸給に付随する諸手当は、原則として、関係する

地方予算 budgets locauxによって支給される。しかしながら、コーチ

シナでは、現住民初等視学官の俸給と俸給に付随する諸手当は、地方予

算 budgets provinciauxによって地方予算 budget localに払い戻され

る。

第４編 第１段階教育の教員

第１章 フランス人教員

第９７条～第１０９条

第２章 現住民教員

第１１０条（１８１０）～第１２５条
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第５編 フランス人－現住民初等学校の教育プログラム（１８１１）

第１章 全般的指導

第１２６条～第１３５条（１８１２）～第１３８条

第３巻 第２段階の教育

第１編 男子・女子のフランス人上級初等学校

第１３９条～第１４２条（１８１３）～第１４４条

第２編 中等教育

第１章 ハノイのリセ

第１４５条～第１５３条（１８１４）

第２章 シャスル＝ロバ・コレージュ Collège Chasseloup−Laubat

第１５４条～第１５９条

第３編 フランス人－現住民上級初等教育

第１章 学校施設

第１６０条～第１６５条

第２章 生徒の募集 － 奨学金（１８１５）

第１６６条～第１７３条（１８１６）～第１８５条（１８１７）《２０か条》

第４編 男教員・女教員師範学校－教員養成コース

第１８６条～第２０８条《２３か条》 （（参照 男女師範学校の改組に関する３

月１９日アレテ））

第５編 第２段階の教育施設の指導・監督・視察

第１章 指導 direction

第２０９条（１９２４年４月２５日アレテによる廃止）～第２１４条

第２章 監督・視察 surveillance et inspection

第２１５条～第２１８条
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第３章 第２段階の学校・施設の行政会議 conseils

第２１９条～第２２０条（１８１８）～第２２１条

第６編 フランス人－現住民教育の改善会議

第２２２条～第２２４条

第７編 第２段階教育の教員

第１章 フランス人教員

第２２５条～第２３０条

第２章 現住民教員

第２３１条～第２４０条

第３章 教育職員の勤務時間と超過勤務料金

第２４１条～第２４２条（１８１９）～第２４７条（１８２０）～第２４９条

第３編 フランス人－現住民補習教育プログラム

Programme de l’enseigenement complémentaire franco−indigène

第２５０条～第２５４条

補足編

第１章 （学習）成績簿 Livret scolaire

第２５５条～第２５６条～第２５７－２５８－２５９条（廃止 １９２４年１２月２６日アレテ）（１８２１）

第２章 教科書 Manuels scolaires 第２６０条

第１節 公立学校

第２６１条～第２６７条

第２節 私立学校

第２６８条～第２６９条

第４編 職業教育（参照 １９２１年１１月２１日アレテ）

第２７０条～第３０４条《３５か条》
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第５編 試験 Examents

第１章 現地試験

第３０５条

第１章〈ママ〉共通措置 （１８２２）

第３０６条～第３１４条（１８２３）～第３１８条

第２章 初等教育修了証書 Certificats d’eudes primaire

第３１９条～第３２７条（１８２４）～第３２９条

第３章 フランス人－現住民上級初等教育修了証書（参照 １９２５年１月

１６日アレテ）

第３３０条～第３３８条

付録 Annexe No．１ 試験 Examents登録書式

付録 Annexe No．２ 試験 Composition表の書式

付録 Annexe No．３ 初等教育修了証書書式（１８２５）

付録 Annexe No．３ フランス人－現住民上級初等教育修了証

第２編 フランス語試験 Examens français （１８２６）

第１章 基礎初等教育修了証書 Certificat d’études primaires élémen-

taire

第３３９条～第３４５条（１８２７）～第３４９条

第２章 上級初等教育修了証書 Brevet d’enseignement primaire supér-

ieur

第３５０条～第３５６条（１８２８）～第３６９条

第３章 基礎修了証書および上級修了証書 Brevet élémentaire et brevet

supérieur

第１節 基礎修了証書および上級修了証書に共通な措置 Dispositions

communes au Brevet élémentaire et brevet supérieur

第３７０条～第３７４条（１８２９）～第３８８条（１８３０）～第３９０条 （２１か条）

第２節 基礎修了証書のための試験 Exament pour le brevet élé-

mentaire

第３９１条～第３９５条
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第３節 上級修了証書のための試験 Exament du Brevet supérieur

第３９６条 １．記述証明 Epreuves érites （１８３１）

２．口頭および実際証明

第３９７条～第３９９条

第４章 教職適性証書 Certificat d’apptitude pédagogique

第４００条～第４０１条（１８３２）～第４１２条（１８３３）～第４１６条《１７か条》

第５章 本国の中等教育バカロレアの各種に対応する能力証明書 Bre-

vet de capacité correspondant aux différentes séries du bacca-

lauréat de l’enseignement secondaire de la Métropole

第４１７条

応募登録

第４１８条～第４２０条

証明試験 Epreuves（１８３４）

第４２１条～第４２７条

試験の形式 Forme des examants

第４２８条～第４２９条（１８３５）

第４３０条 作文（試験）Compositionsの時間は、以下の通り。

第１部 試験の種類 Ａ：ラテン語－ギリシャ語コース Ｂ：ラテ

ン語－現代語 languesコース Ｃ：ラテン

語－科学コース Ｄ：科学－現代語コース

第２部 作文の種類 哲学コース 数学コース

第３部 証明試験の種類

第４３１条 各証明（試験）の価値（評点）は、０から２０点によって表現される。

以下の係数が各試験に配分される。

第１部 試験 Epreuvesの種類

第２部 試験の種類（１８３６）

第４３２条 合格には、受験生は、最高点の半分の点数を獲得しなければならな

い。すなわち、

第１部

ラテン語－ギリシャ語コース・・・・１５０点
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ラテン語－現代語 languesコース・・１４０点

ラテン語－科学コース・・・・・・・２００点

科学－現代語コース・・・・・・・・１９０点

第２部

哲学・・・・・・・・・・・・・・・１０５点

数学・・・・・・・・・・・・・・・２２０点

第４３３条～第４３５条

交換の権利 Droits d’échange

第４３６条

第６巻 教育奨学金 Bourses scolaires

第１編 フランス政府奨学生 Boursiers français（１９２４年１０月１５日アレテ

参照のこと）

第４３７～５００条【１６３か条分の条文なし】

第２編 現住民奨学生の本国への派遣（１９２４年１２月１日アレテ 参照のこ

と）

第５００bis条～第５２６条【２７か条分の条文なし】

第７巻 高等教育（１９１８年１２月２５日アレテ 参照のこと）【条文なし】
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